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[bookmark: _Toc216175394]調査の趣旨
現在、つくばみらい市（以下、「本市」という。）の下水道は、本市上下水道課で整備し、運転管理している公共下水道事業、農業集落排水事業、コミニティ・プラント事業があり、合併処理浄化槽については、設置に要する費用の一部を補助しています。そのほか伊奈地区において、取手地方広域下水道組合が整備、運転管理している公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業があります。
本市の公共下水道事業では各家庭からの汚水を集積し、小絹水処理センターで処理をしています。農業集落排水事業やコミニティ・プラント事業は地区ごとの小規模な終末処理場で汚水を処理しています。
しかし、事業開始から長い年月が経過する中で、処理場やポンプ場、管渠などの下水道施設の経年劣化が進行しており、今後は施設の老朽化に伴う更新需要が増加することが予想されます。また、公共下水道事業、農業集落排水事業、コミニティ・プラント事業の経費回収率（使用料で回収すべき経費をどの程度下水道使用料で賄えているかを表した指標）が100%を下回っており、今後の物価上昇によりさらに低下する可能性があります。
このように、本市の下水道事業は、施設の老朽化や経費回収率のさらなる低下など、さまざまな課題に直面しています。これらの状況を踏まえると、下水道事業の財政状況は今後さらに厳しさを増し、各種施設の維持管理、健全な財政基盤の維持が困難になる可能性があります。
このような状況下で、国は持続可能な下水道事業を実現するため、民間企業のノウハウを活用したPPP/PFI（官民連携）の導入を推進しています。特に、水道、下水道、工業用水道の分野では、コンセッション方式に加えて、同方式に準ずる効果が期待できる官民連携方式として、「管理・更新一体マネジメント方式」を含んだ「ウォーターPPP」の活用が位置づけられました。ウォーターPPPは、持続可能な下水道事業の運営や維持管理において、官民連携の手法を活用することで、財政基盤の強化や効率的な運営を図ることができると期待されています。

[bookmark: _Toc216175395]調査の目的
本市においてもウォーターPPPの導入検討にあたり、事業化に向けた基礎調査として、民間企業の皆様の参入意欲や事業内容等に対する考えを把握したいと考えています。そのため、事業手法や規模などの事業内容の具体化や、事業者選定方法等の最適化を図ることを目的として、アンケート調査（以下、「本調査」という。）を実施します。
本市の下水道事業へのウォーターPPP導入に向けて、ウォーターPPPに関心のある民間企業を幅広く把握し、関心の度合いや考え方、対応可能な業務範囲などについて、民間企業の皆様のご意見をお伺いします。本調査の結果は、今後のウォーターPPPの導入可能性の検討に活用する予定です。ご協力のほどよろしくお願いいたします。


[bookmark: _Toc216175396]本調査のスケジュール
アンケート調査のスケジュールは以下のとおりです。

	項目
	日時

	本調査に関する情報を本市HPにて公開
（本調査の開始）
	令和8年2月10日（火）

	本調査に関する質問の送付期限
（質問の送付については、「５．本調査に関する質問について」を参照）
	令和8年2月17日（火）
午後5時まで

	本調査に関する質問への回答
（回答を本市HPに掲載予定）
	令和8年2月24日（火）頃

	本調査の回答期限
（回答の提出については、「６．回答の提出について」を参照）
	令和8年3月6日（金）



[bookmark: _Toc216175397]本調査対象者
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]本市下水道事業におけるウォーターPPPに関心のある民間企業とします。ただし、以下の条件を全て満たすものとします。
（１）地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の4の規定に該当しない者であること。
（２）会社更生法（平成14年法律第154号）第17条の規定による更生手続開始の申立てがなされていない者であること（会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者を除く）。 
（３）民事再生法（平成11年法律第225号）第21条の規定による再生手続開始の申立てがなされていない者であること（民事再生法に基づく再生計画認可の決定（確定したものに限る）を受けた者を除く）。
（４）つくばみらい市暴力団排除条例（平成24年3月29日条例第6号）に規定する暴力団員等又は暴力団経営支配法人等に該当しない者であること。


[bookmark: _Toc216175398]本調査に関する質問について
本調査に関する質問がある場合は、別紙「アンケート調査に関する質問書.xlsx」にご記入のうえ、「８．連絡先」に記載のメールアドレスに提出をお願いいたします。（メールの件名を「【質問】ウォーターPPPアンケート調査」としてください。）

（１）質問受付期間
令和8年2月10日（火）～令和8年2月17日（火）午後５時まで

（２）質問に対する回答について
質問に対する回答は、本市ホームページに掲載します（令和8年2月24日（火）頃）。なお、回答にあたっては、事前に事業者に内容の確認を行うことがあるほか、すべての質問に対して回答を保証するものではありません。

[bookmark: _Toc216175399]回答の提出について
[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK10]本調査の回答は、提出期限までに「８．連絡先」に記載のメールアドレスまでご送付くださいますようお願いいたします。（メールの件名を「【回答】ウォーターPPPアンケート調査」としてください。）

提出期限：令和8年3月6日（金）

なお、本調査票への記入にあたっては、「７．留意事項」や本調査票に記載の注意点についてご確認の上、回答をお願いいたします。


[bookmark: _Toc216175400]留意事項
（1） 本調査参加の取扱い
· 本調査への参加実績や回答内容は、今後予定している事業者応募要件やプロポーザルの点数に影響することはありません。
· 本調査への回答内容は、何ら法的な拘束力を持つものではありません。あくまでご記入時点でのご意見として承ります。
· 本調査の回答内容について、個別に質問等をさせていただくことがあります。
· 本調査における費用等については、参加者の負担となります。

（2） 本調査結果の公表について
· 本調査結果については、調査参加者数、業種などの概要を本市ホームページ等で公表する可能性があります。
· 公表に当たっては調査参加者の氏名、企業名等は公表されません。
· 本調査結果の内容から調査参加者の氏名、企業名等の特定がなされることのないように公表します。また、企業ノウハウに係る内容は公表しません。
· 調査内容については、本市におけるウォーターPPPの実施に向けた検討にのみ使用します。

（3） 事業者公募について
· 本調査を実施後、その内容を精査し、今後検討する際の参考としますが、事業者公募の実施を保証するものではありません。
· 本調査でいただいた意見や提案は、今後、事業実施の際の参考といたしますが、必ずしも意見等が反映されるものではありません。


[bookmark: _Toc216175401]連絡先
(委託者)
	担当
	：
	つくばみらい市 都市建設部 上下水道課　　担当：荒井・勝間

	住所
	：
	茨城県つくばみらい市加藤237番地 つくばみらい市役所 谷和原庁舎2階

	ＴＥＬ
	：
	0297-58-2111（内線：5303）

	E-mail
	：
	jyougesuidou01@city.tsukubamirai.lg.jp



	(受託事業者)

	株式会社パスコ　上下水道情報部　上下水道一課　　担当：六浦

	住所
	：
	東京都目黒区下目黒1-7-1　パスコ目黒さくらビル3階

	ＴＥＬ
	：
	03-5435-3619

	E-mail
	：
	pasco_tohmatsu_JV@pasco.co.jp

	有限責任監査法人トーマツ

	住所
	：
	東京都千代田区丸の内3-2-3　丸の内二重橋ビルディング

	担当
（TEL）
	：
	柳本（070-3319-0578）、吉岡（080-3586-2244）

	E-mail
	：
	tsukuba-mirai_city_WPPP@tohmatsu.co.jp



※質問及び回答は、1件のメールで以下の3つのメールアドレスを送信先としてお送りください。
jyougesuidou01@city.tsukubamirai.lg.jp
pasco_tohmatsu_JV@pasco.co.jp
tsukuba-mirai_city_WPPP@tohmatsu.co.jp
2

